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 東日本大震災の最大被災地である石巻市では、「最大の被災都市から世界の復興モデル

都市 石巻」の実現に向け、様々な事業に取り組んでいます。 

復旧・復興事業の実施に際し、一時的に増加している事業量に対応するため任期の定め

のある任期付職員を募集します。 

専門知識や実務経験を有し、即戦力として復旧・復興に御尽力いただける方の応募をお

待ちしています。 

 

○受付期間 令和元年９月１３日（金）から令和元年１０月１８日（金）まで                           

※ 令和元年１０月１８日（金）書類必着 

 

１ 試験職種・採用予定人員・職務内容 

試 験 職 種 採用予定人員 職 務 内 容 

税 務 ３名程度 
税務に関する事務的専門的業務に従事します。 

（市民税、固定資産税） 

用 地 １名程度 
用地に関する事務的専門的業務に従事します。 

（用地契約、道路整備等） 

土 木 ４名程度 

土木に関する技術的専門的業務に従事します。 

（漁港及び海岸保全施設整備、下水道施設維持管理、

道路復旧整備、復興祈念公園整備、河川・港湾整備等） 

建 築 ２名程度 
建築に関する技術的専門的業務に従事します。 

（公共施設整備等） 

電 気 ２名程度 
電気に関する技術的専門的業務に従事します。 

（公共施設整備等） 

機 械 ２名程度 
機械に関する技術的専門的業務に従事します。 

（公共施設整備等） 

学芸員 １名程度 
震災伝承事業に関する事務及び震災証言記録の収

集、震災遺構の展示に関する業務に従事します。 

 

２ 任用期間 

  採用される日（令和２年１月１日予定）から令和３年３月３１日まで 

  

令和元年度採用 石巻市任期付職員採用試験要項 

≪ 税務・用地・土木・建築・電気・機械・学芸員 ≫ 
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３ 受験資格 

(1) 資格 

試 験 職 種 受 験 資 格 

税 務 

次に該当する者 

行政機関における正規の職員として市民税賦課業務又は資産税賦課業務の

職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月３１日まで）

中に２年以上有する者 

用 地 

次に該当する者 

行政機関や民間企業等における正規の職員として用地買収、登記事務の職

務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月３１日まで）中

に２年以上有する者 

土 木 

次のいずれかに該当する者 

① 土木施工管理技士（１級又は２級）、技術士又は技術士補（建設部門、上

下水道部門）、技術士（総合技術監理部門）のいずれかの資格を有する者 

② 行政機関や民間企業等における正規の職員として道路、橋りょう、河川、

漁港・海岸施設、上下水道施設等の土木工事又は土地区画整理事業に係る

設計、積算、施工管理の職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から

令和元年８月３１日まで）中に２年以上有する者 

建 築 

次のいずれかに該当する者 

① 建築士（１級又は２級）、建築施工管理技士（１級又は２級）、建築基準

適合判定資格者、技術士又は技術士補（建設部門）、技術士（総合技術監理

部門）のいずれかの資格を有する者 

② 行政機関や民間企業等における正規の職員として建築工事の設計、積算、

施工管理の職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月

３１日まで）中に２年以上有する者 

電 気 

次のいずれかに該当する者 

① 電気工事施工管理技士（１級又は２級）、設備設計一級建築士、建築設備

士、技術士又は技術士補（電気電子部門）、技術士（総合技術監理部門）の

いずれかの資格を有する者 

② 行政機関や民間企業等における正規の職員として電気設備の設計、積算、

施工管理の職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月

３１日まで）中に２年以上有する者 

機 械 

次のいずれかに該当する者 

① 管工事施工管理技士（１級又は２級）、設備設計一級建築士、建築設備士、

技術士又は技術士補（機械部門）、技術士（総合技術監理部門）のいずれか

の資格を有する者 

② 行政機関や民間企業等における正規の職員として機械設備の設計、積算、

施工管理の職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月

３１日まで）中に２年以上有する者 

学芸員 

次に該当する者 

学芸員（民俗、考古学又は歴史を専攻）の資格を有し、行政機関や民間企

業等における正規の職員又は非常勤職員として博物館等施設の企画及び展示

に関する職務経験を直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月  

３１日まで）中に２年以上有する者 
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注１） 行政機関や民間企業等とは、国や地方公共団体などの行政機関、行政機関と密接 

な公的な機関（公益的法人、財団法人、独立行政法人、公団等）、公的な機関に属さ

ない民間企業等を指します。 

注２） 正規の職員（アルバイト、臨時職員は除く。）及び非常勤職員とは、行政機関や民

間企業等において、週２９時間以上の勤務を１年以上継続して勤務した経験が該当

し、これらの職務経験期間が直近１０年（平成２１年９月１日から令和元年８月  

３１日まで）中に通算で２年以上であることを要します。 

    なお、休業等（育児休業、傷病休暇等）のため業務に従事しなかった期間が１か

月以上ある場合は、就業規則等で認められたものであっても、その期間は職務経験

には通算できません（産前産後休業の期間は通算できます。）。 

注３） 職務経験には管理業務と関わりのない現場作業や、土質調査、測量、ＣＡＤ業務、

造園植栽工事等の業務は含みません。 

 

(2) 次のいずれかに該当する者は、(1)の要件を満たしていても受験できません。 

・ 日本の国籍を有しない者 

・ 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４ 試験日時・試験科目・試験会場 

試験実施時期 試験科目 対象者 試験会場 

第１次

試験 
書類選考 

経歴審査 

作文審査 
全員 

申込時に提出された書類に

よる選考 

第２次

試験 

令和元年１１月上旬 

（第１次試験合格者に

通知する。） 

面接試験 
第１次試験 

合格者のみ 

仙台市内 

東京都内 

（会場の詳細等は別途通知） 

 

５ 試験内容 

試 験 科 目 内 容 

第１次

試験 

経歴審査 

作文審査 

提出された職務経歴書、作文により、職務経験の有無、業務遂行

に必要な知識、経験、適正等について審査します。 

第２次

試験 

面接試験 公務員としての適格性についての面接 

資格調査 

受験資格の有無、受験申込書に記載された内容の真否等について

の調査 

※第１次試験合格者には第２次試験の際に応募資格を確認するた

めの書類（保有資格を証明するものの写し、職務経験を証明する

もの等を提出していただきます。） 

※最終合格者は、所定の健康診断書を提出していただきます。 
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６ 受験手続 

提出書類 

・石巻市任期付職員採用試験受験申込書（要写真貼付） （様式①②） 

・職務経歴書 （様式③） 

・課題作文   （様式④⑤） 

・受験票送付用の通常はがき（６３円切手を貼付、様式中の受験用はがき宛 

名及び受験票について必要事項を記載し、切取りのうえ貼り付けたもの） 

申込書の 

入手方法 

・石巻市ホームページからダウンロード 

・石巻市総務部人事課、宮城県総務部市町村課等の窓口で配布しているもの 

・郵送請求 

※郵送を希望する場合は、封筒の表に「石巻市任期付職員採用試験申込書請

求」と朱書し、宛先を明記した返信用封筒（Ａ４用紙を折り曲げずに入る大

きさの封筒に１４０円切手を貼付）を必ず同封し、請求してください。 

受 験 の 

申 込 方 法 

※ 郵送に限り受付します。（１０月１８日（金）必着） 

● 提出書類に必要事項を自筆で、正確に記入してください。 

● 封筒の表に「石巻市任期付職員受験」と朱書して石巻市総務部人事課宛

て送付してください（申込書は折り曲げないでください。）。 

受験票の 

交 付 

●  受験票は受付締切後に発送しますが、１０月２８日（月）までに届かな

い場合はお問い合わせください。 

請求・申込 

問 合 せ 先 

● 〒986-8501 石巻市穀町１４番１号 石巻市総務部人事課 

 0225-95-1111 内線 4065 

 

７ 合格発表・採用時期 

合格 

発表 

第１次 １０月下旬に公告するほか、受験者全員に通知します。 

第２次 １１月下旬に公告するほか、第２次試験受験者全員に通知します。 

採 用 時 期 
原則として、令和２年１月１日から採用します。 

ただし、状況により令和２年４月１日から採用する場合もあります。 

 

８ 給与・勤務条件等 

(1) 給与 

給与は、採用前の採用職種に関連する職務の経験年数に応じて決定し、その額はおお

むね次のとおりです。  

採用職種に関連する職務経験（８年未満） １８７，７００円 

〃      （１０年） ２１５，２００円 

〃      （１７年） ２５５，２００円 

〃      （２５年以上） ２７４，６００円 

 ※原則として昇給はありません。 

※上記のほか、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、退職手当などが、そ

れぞれの要件により支給されます。 

(2) 勤務時間 

  原則として１週間当たり３８時間４５分で、週休日及び祝日を除く午前８時３０分から

午後５時までの勤務です。 

(3) 休暇 

  １年間に２０日の年次休暇や、夏季休暇、結婚休暇、産前・産後休暇等の特別休暇等が

あります。 


